
‭「在宅医療のオンライン診療導入促進モデル構築に向けた実証設計事業」企画提案‬

‭公募型企画競争提案説明書‬
‭１　本書の目的‬

‭本書は、札幌市が実施する「在宅医療のオンライン診療導入促進モデル構築に向けた実証設　‬
‭　計事業」の連携協定締結者について、審査により候補者を選定するために必要となる事項につい‬
‭　て定めるものである。‬

‭２　事業概要‬
‭別紙「仕様書」のとおり。‬

‭３‬‭　‬‭企画競争に付する事項‬
‭(1)　事業の名称：在宅医療のオンライン診療導入促進モデル構築に向けた実証設計事業‬
‭(2)　目　的：在宅医療のオンライン診療導入を阻む費用面・運用面の課題を解決するため、‬

‭令和8年度に予定している本格実証の効果を最大化するための実証設計を、市の財政‬
‭負担を伴うことなく、民間事業者の協力のもとで実施する。‬

‭(3)　協力要請内容： 別紙「仕様書」のとおり‬
‭(4)　実施期間： 協定締結日から令和８年３月31日まで‬
‭(5)　実施場所： 札幌市内‬

‭４　参加資格‬
‭(1)　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。‬
‭(2)　会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開‬

‭始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く）等経営状態が著しく不健全な者‬
‭でないこと。‬

‭(3)　事業協同組合等の組合がこの企画競争に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構成員単‬
‭独での参加を希望していないこと。‬

‭(4)　本事業を遂行するために必要な専門的な知識、技術、経験及び実績を有する者であること。‬
‭　　(5)　札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でな‬
‭　　　 いこと。‬

‭５　企画提案を求める項目‬
‭　　‬‭仕様書に基づき、以下の項目について提案すること。‬

‭(1)  事業実施にあたっての基本設計（コンセプト）‬
‭(2)  本市課題への理解と提案内容の有効性‬
‭(3)  過去の類似実績‬
‭(4)  事業スケジュール・執行体制‬
‭(5)  自由提案（事業の目的達成に向けた付加価値提案等）‬

‭６　提案説明書等に関する質問‬
‭(1)　質問書の受付‬

‭ア 提出期限：令和７年11月4日（火）　17時まで‬
‭イ 提出書類：質問書（様式１）‬
‭ウ 提出方法：電子メール‬
‭エ 提出先：上記２に記載のメールアドレス‬

‭(2)　質問に対する回答‬
‭令和７年11月4日に、札幌市ホームページにて一括して掲載する。‬

‭(3)　 提出先‬
‭　　  　 〒060-0002 札幌市中央区北２条西１丁目 ORE札幌ビル７階‬
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‭　　 　  札幌市保健福祉局 ウェルネス推進部 医療政策課 担当：大岡、林‬
‭　　 　 Ｅメールアドレス：iryoukikaku@city.sapporo.jp‬

‭７ 参加手続き等‬
‭(1) 　企画競争参加申請書等の提出‬

‭ア 提出期限：令和７年11月10日（月）　17時まで‬
‭イ 提出書類：‬
‭（ア）企画競争参加申請書（様式２）‬

‭　　（イ）申出書（様式３）‬
‭　　（ウ）直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書‬
‭　　（エ）納税証明書（市町村税及び消費税）‬
‭　‬‭　‬ ‭※‬‭札‬‭幌‬‭市‬‭競‬‭争‬‭入‬‭札‬‭参‬‭加‬‭資‬‭格‬‭者‬‭名‬‭簿‬‭に‬‭登‬‭載‬‭さ‬‭れ‬‭て‬‭い‬‭る‬‭者‬‭に‬‭つ‬‭い‬‭て‬‭は、‬‭（イ）、‬‭（ウ）、‬‭（エ）‬‭の‬
‭　　　   提出は要しないものとする。‬

‭ウ 提出方法：電子メール‬
‭(2) 　企画提案書等の提出‬

‭ア 提出期限：令和７年11月17日（月）　17時まで‬
‭イ 提出書類：企画提案書‬
‭ウ 提出方法：郵送または持参‬
‭エ 留意事項：‬
‭（ア）A4・縦・左上1 ヶ所ホチキス止めとすること。‬

‭　　（イ）企画提案書には表紙をつけ、表題として「在宅医療のオンライン診療導入促進モデルの‬
‭構築に関する実証設計事業」と記載すること。‬

‭　　（ウ）企画提案書は正本１部、副本８部を作成する。正本は表紙に社名を記載するが、副本に‬
‭　　　　は記載しないこと。また、正本は左上1か所ホチキス留めとし、副本はダブルクリップ等で‬
‭　　　　留め、ホチキス留めはしないこと。‬
‭　　（エ）正本を除き、会社名及び会社名を類推できる表現や氏名を入れず、会社名については　‬
‭　　　　「弊社」若しくは「○○社」、氏名については、「○○」、複数名を記載する場合は、アル　‬
‭　　　　ファベット表記等、特定できない表現で記載すること。ただし、これらが混在しないよう‬
‭　　　　に留意すること。また、所在地についても、正本を除き、「北海道札幌市」など市町村ま‬
‭　　　　での記載とし、会社を特定できないように留意すること。‬

‭(3)　 提出先‬
‭　　　上記６⑶の提出先に同じ‬

‭８　連携事業者の選定‬
‭(1)　選定方法‬

‭本‬‭企‬‭画‬‭競‬‭争‬‭に‬‭係‬‭る‬‭実‬‭施‬‭委‬‭員‬‭会‬‭に‬‭お‬‭い‬‭て、‬‭提‬‭出‬‭さ‬‭れ‬‭た‬‭企‬‭画‬‭提‬‭案‬‭書‬‭及‬‭び‬‭提‬‭案‬‭内‬‭容‬‭に‬‭関‬‭す‬‭る‬‭プ‬‭レ‬‭ゼ‬‭ン‬
‭　　テーション審査を実施し、別表「評価基準」に基づき総合的に評価を行い、最も優れた提案を‬
‭　　行った１者を連携事業者として選定する。‬
‭　　  なお、企画提案者が１者の場合でも審査を実施することとし、各委員の評価点の平均 が 60 点‬

‭を超える場合に事業予定者として選定する。‬
‭(2)　審査（ヒアリング審査）‬

‭１提案者あたりプレゼンテーション15分、質疑15分。詳細は別途通知する。‬
‭(3)　選定結果の通知‬
‭　　選定結果は審査後、参加者全員に速やかに文書により通知する。‬

‭９　連携協定の締結‬
‭上‬‭記‬‭８‬‭に‬‭よ‬‭り‬‭選‬‭定‬‭し‬‭た‬‭連‬‭携‬‭事‬‭業‬‭者‬‭と‬‭協‬‭議‬‭の‬‭上、‬‭協‬‭議‬‭が‬‭整っ‬‭た‬‭と‬‭き‬‭は、‬‭連‬‭携‬‭協‬‭定‬‭を‬‭締‬‭結‬‭す‬‭る‬‭も‬‭の‬‭と‬

‭　する。なお、協議が不調に終わった場合や、下記11の失格要件に該当する場合には、実施委員会‬
‭　において次点とされた者と交渉する場合がある。‬

‭2‬



‭10　費用負担‬
‭(1)　本企画競争への参加に要する費用は、すべて参加事業者の負担とする。‬
‭(2)　本企画競争により選定された事業者が行う協力要請は、無償での協力とする。‬

‭11　失格要件‬
‭　　参加資格を有することについて確認を受けた者が、以下のいずれかに該当する場合は、企画提‬
‭　案書類を受け付けず、もしくは評価をせず、また連携事業者としての選定を取り消すものとす　‬
‭　る。‬

‭(1)　参加資格を満たしていないことが判明し、または満たさないこととなったとき。‬
‭(2)　提案書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。‬

‭　　(3)　不正な利益を図る目的で実施委員等と接触し、または利害関係を有することとなったとき。‬
‭　　(4)　その他、実施委員会が不適切と判断したとき。‬

‭12　その他‬
‭(1)　著作権等に関する事項‬

‭　　　ア　企画提案書の著作権は提案者に帰属する。‬
‭　　　イ　提出された企画提案書について、本市が本企画競争の実施に必要と認めるときは、提案者‬
‭　　　　の承諾を得た上で、無償で利用（必要な改変を含む）できるものとする。‬
‭　　　ウ　提案者は、札幌市に対し、企画提案書が第三者の著作権その他いかなる知的財産権も侵害‬
‭　　　　するものではないことを保証するものとする。‬
‭　　　エ　企画提案書の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、提‬
‭　　　　案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとする。‬

‭(2)　情報公開‬
‭　　　　提出された企画提案書その他本件企画競争の実施に伴い提出された書類について、札幌市情‬
‭　　　報公開条例に基づき公開請求があったときは、同条例の定めるところにより公開する場合があ‬
‭　　　る。‬
‭　　(3)　提出書類の取扱い‬
‭　　　　提出された企画提案書等は返却しない。また、提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出‬
‭　　　は原則として認めない。‬

‭(4)　内容の調整‬
‭　　　　採用となった企画提案については、企画内容の一層の充実を図るため、札幌市と連携事業者‬
‭　　　の協議により、内容の一部を調整する場合がある。‬

‭13　企画競争実施に係るスケジュール‬
‭　　   本企画競争実施に係るスケジュールは以下のとおり予定している。‬

‭企画競争実施の告示‬ ‭令和7年10月27日（月）‬

‭質問受付期限‬ ‭令和7年11月4日（木）‬

‭質問への回答‬ ‭令和7年11月7日（金）‬

‭参加申請書 提出期限‬ ‭令和7年11月10日（月）‬

‭企画提案書等 提出期限‬ ‭令和7年11月17日（月）‬

‭プレゼンテーション審査‬
‭選定結果通知・公表‬

‭令和7年11月21日（金）‬
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‭【別紙】‬

‭在宅医療のオンライン診療導入促進モデル構築にむけた実証設計事業‬‭仕様書‬

‭　本仕様書は、札幌市（以下「本市」という。）が「在宅医療のオンライン診療導‬
‭入促進モデル構築にむけた実証設計事業」の事業予定者を公募するにあたり、必要‬
‭とする基本事項について定めるもの である。‬

‭１　事業名‬

‭　　在宅医療のオンライン診療導入促進モデル構築にむけた実証設計事業‬

‭２　事業の目的‬

‭　　札幌市では、在宅医療提供体制の強化に向け、オンライン診療の活用による医‬
‭　師の負担軽減及び医療機関の診療効率化を目指している。‬
‭　　しかし、費用面や運用面の課題から多くの医療機関で導入が進んでいないの　‬
‭　が現状である。‬
‭　　これらの課題を解決し、持続可能なオンライン診療モデルを構築するために　‬
‭　は、本格的な実証を段階的に進める必要がある。‬
‭　　本事業は、令和8年度に実施を予定している本格実証に先立ち、その効果を最大‬
‭　化するための実証計画の設計を行うことを目的とする。‬

‭３　事業内容‬

‭　　本事業は、本市と事業予定者が相互に協力し、以下の項目を実施する。‬

‭　(1) 実証の全体設計‬
‭　　ア　実証における運用モデルと対象患者像の定義‬
‭　　　　本事業で前提とする、D to P with N型のオンライン診療について、具体的‬
‭　　　な運用モデル及び対象とする患者の条件を定義する。運用モデルには、少な‬
‭　　　くとも以下の内容を含むものとする。‬
‭　　　(ア）オンライン診療の実施類型‬
‭　　　　　・居宅型‬
‭　　　　　　訪問看護師が患者の居宅に訪問し、医師と繋いで診療を行うモデル‬
‭　　　　　・施設型‬
‭　　　　　　訪問看護師又は施設等の看護師が、入所する患者を医師を繋いで診療‬
‭　　　　　　を行うモデル‬
‭　　　(イ）診療の場面（ユースケース）‬
‭　　　　　 例：定期的な病状確認、看取り期のケア、緊急時の判断補助など、どの‬
‭　　　　　　　 ような場面で活用するのか‬
‭　　　(ウ）対象とする患者の条件‬
‭　　　　　 例：対象疾患、重症度など‬
‭　　イ　上記運用モデルに基づく実施フローと役割分担の整理‬
‭　　　　上記で定義した運用モデルを基に、実証における一連の実施の流れ（実施‬
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‭【別紙】‬

‭　　　フロー）、関係者（医師、看護師、市、事業者等）の詳細な役割分担を整理‬
‭　　　する。‬

‭　(2) 関係機関との調整支援‬

‭●‬ ‭医療機関や訪問看護ステーション等に対するヒアリングの実施支援‬
‭本市と共同でヒアリングを実施し、専門的な観点から助言を行う。‬

‭●‬ ‭協力医療機関等を対象とした事業説明会の企画・運営‬
‭本市が主催する事業説明会について、企画、説明資料の作成、当日の運営を‬
‭支援する。‬

‭●‬ ‭参加医療機関等との連携協定の検討・作成支援‬
‭実証協力体制を構築するための連携協定の内容検討及び資料作成を支援す‬
‭る。‬

‭　(3) ICT環境の整備検討‬

‭●‬ ‭ICT機器・診療用機器の選定基準の整理‬
‭実証協力予定の医療機関の医師へのヒアリング結果を基に、オンライン診療‬
‭の実施に推奨されるICT機器及び診療用機器のスペックや機能、選定理由を‬
‭整理する。‬

‭●‬ ‭システムの機能要件の整理‬
‭予約、問診、診療（ビデオ通話）、記録、処方等の各機能に求められる要件‬
‭を定義する。‬

‭●‬ ‭通信環境の要件整理及び調査‬
‭オンライン診療の実施に必要な通信環境の要件を整理し、札幌市内の既存通‬
‭信インフラの活用可能性を調査する。‬

‭　(4) 基本マニュアル（案）の作成‬
‭　　  本格実証の骨子として、以下を定める。なお、詳細な操作手順書等は、次年度‬

‭の本格実証段階において、実際の運用を踏まえ作成することを想定する。‬

‭●‬ ‭主要実施フローのポイント整理‬
‭実証に向けた居宅型・施設型別の実施の流れと、その重要ポイントを整理し‬
‭た資料を作成する。‬

‭●‬ ‭基本的な操作の流れの整理‬
‭医療機関向け、及び看護師・患者向けの基本的なシステムの操作の流れを整‬
‭理した資料を作成する。‬

‭　(5) 効果検証の枠組み設計‬

‭●‬ ‭効果検証のための評価項目・指標の設計‬
‭診療時間や移動時間等に関する定量的評価、及び医師・看護師等へのヒアリ‬
‭ンに基づく定性的評価のための、具体的な評価項目と指標（KPI）を設計す‬
‭る。‬

‭●‬ ‭収益性シミュレーションの分析フレームワーク構築支援‬
‭診療報酬及び導入コスト、ランニング費用を踏まえ、医療機関の収益性を分‬
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‭【別紙】‬

‭析・シミュレーションするための枠組み（フレームワーク）の構築を支援す‬
‭る。‬

‭　(6) 実証計画書（案）の作成‬

‭●‬ ‭本事業の成果を統合し、次年度の本格実証の実施に向けた計画書を作成す‬
‭る。‬

‭４　成果物‬

‭　　事業予定者は、本事業の成果として下記の書類を本市に提出するものとする。‬
‭　作成にあたり、事業予定者のみで内容を確定できない項目については、本市と協‬
‭　議の上で作成すること。‬

‭　(1) 実証設計に係る報告書‬
‭　　  本事業の(1)～(3)及び(5)で実施した設計、検討、調整等の結果を統合した‬

‭報告書。‬

‭●‬ ‭実証の全体設計・評価に関する事項‬
‭●‬ ‭ICT環境に関する事項‬

‭　(2) 基本マニュアル（案）‬
‭　　  本事業の(4)に基づき作成する、実証の骨子となる手順書一式。‬

‭●‬ ‭主要実施フローのポイント整理資料‬
‭●‬ ‭基本的な操作の流れを整理した資料‬

‭　(3) 実証計画書（案）‬
‭　　  本事業の成果を基に、次年度に実施する本格実証の全体計画を具体的に示した‬

‭もの。‬

‭●‬ ‭実証の全体像（協力医療機関名、スケジュール等）‬
‭●‬ ‭実証の実施体制（役割分担等）‬
‭●‬ ‭評価方法（評価指標、目標値等）‬
‭●‬ ‭概算費用‬

‭５　協定締結期限‬

‭協定締結の日から令和８年３月 31 日（水）までとする。ただし、本市と協議‬
‭　のうえ双方合意により、本協定有効期限を短縮又は延長することができる。‬

‭６　特記事項‬

‭　(1) 事業の実施体制‬
‭　　  事業予定者は、事業開始にあたり、事業の責任者及び担当者を定め、書面によ‬
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‭　　り本市に報告すること。また、本事業の進捗状況を本市が常に把握できるよ　‬
‭　　う、連絡体制を明確にすること。‬

‭　⑵ 秘密保持‬
‭　　ア　事業予定者は、本事業上知り得た情報（以下「秘密情報」という。）を、‬
‭　　　本市の事前の承諾なく、本事以外の目的に使用し、または第三者に開示、漏‬
‭　　　洩してはならない。本契約終了後も同様とする。‬
‭　　イ　事業予定者は、秘密情報の漏洩、紛失、盗難等を防止するため、善良なる‬
‭　　　管理者の注意をもって適切な管理を行わなければならない。‬
‭　　ウ　本市から指示があった場合、事業予定者は秘密情報を含む資料等を速やか‬
‭　　　に返却または破棄しなければならない。‬

‭　(3) 個人情報の取扱い‬
‭　　  本事業において個人情報を取り扱う場合は、別途定める「個人情報の取扱いに‬
‭　　関する特記事項」を遵守し、適切に管理すること。‬

‭　⑷ 成果物の取扱い及び著作権等‬
‭　　ア　検査及び修正‬
‭　　　　本市は、納入された成果物が本仕様書の記載内容に適合しないと判断し　‬
‭　　　た場合、事業予定者に対し修正を求めることができる。事業予定者は、その‬
‭　　　責任において速やかに修正を行わなければならない。‬
‭　　イ　著作権の帰属‬
‭　　　　本事業によって生じる成果物に関する一切の著作権（著作権法第27条及び‬
‭　　　第28条に規定する権利を含む。）は、成果物の引き渡しをもって、本市に無‬
‭　　　償で譲渡されるものとする。‬
‭　　ウ　著作者人格権‬
‭　　　　事業予定者は、成果物に関して著作者人格権を行使しないものとする。‬
‭　　エ　成果物の利用許諾: 事業予定者は、本事業で得られた知見やノウハウ等を本‬
‭　　　事業以外の目的で利用しようとする場合、あらかじめ本市と協議し、書面に‬
‭　　　よる承諾を得なければならない。‬
‭　　オ　第三者の権利侵害の禁止‬
‭　　　　事業予定者は、成果物が第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこ‬
‭　　　とを保証するものとし、万一、第三者との間で権利侵害に関する紛争が生じ‬
‭　　　た場合は、事業予定者の責任と負担においてこれを解決すること。‬

‭　(5) 損害賠償‬
‭　　  事業予定者は、その責めに帰すべき事由により本市に損害を与えた場合、その‬
‭　　損害を賠償しなければならない。‬

‭(6) 疑義の協議‬
‭　     本仕様書に定めのない事項、または本仕様書の各条項の解釈に疑義が生じた場‬
‭　　合は、本市と事業予定者が誠意をもって協議し、これを解決するものとする。‬
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‭　(7) 環境への配慮‬
‭　　  本事業においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に‬
‭　　努めること。‬
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【別表】

評価項目及び評価基準表

業務名：　在宅医療のオンライン診療導入促進モデル構築に向けた実証設計事業

１．評価方法

２．評価項目

評価項目
（大項目）

評価項目
（小項目）

評価の視点
配
点

係
数

特
に
優
れ
て
い
る

優
れ
て
い
る

普
通

や
や
不
十
分

不
十
分

⑴　取組姿勢
（15点）

ア　協働姿勢・熱意

・本事業に積極的に取り組む姿勢や熱意が感じられ
るか。
・市と協働し、共に課題解決に向かうパートナーと
しての姿勢があるか。

⑵　企画提案力
（40点） ア　本市の課題認識

・札幌市の在宅医療が抱える課題（医師の負担、医
療機関の経営、地域特性等）を深く、かつ多角的に
理解しているか。

イ　提案の目的適合性
　　・論理性

・本業務の目的を正しく理解し、提案全体の基本方
針（コンセプト）が目的に合致しているか。
・課題認識から提案内容に至るまでのプロセスに、
一貫性があり、論理的であるか。
・特定の事業者やシステムに依存しない、公平・中
立な視点で本市の課題解決に資する提案となってい
るか。（次年度の本格実証に向けた自社のアピール
に終始する提案となっていないか。）

⑶　実現性・実
施体制 （30点） ア　業務工程の具体

　　性・実現性

・協力要請内容（仕様書）の各項目を達成するため
の業務工程（スケジュール）が、具体的かつ現実的
であるか。

イ　実施体制の適切性

・本業務を円滑かつ着実に遂行できる、専門性と経
験を有する人員配置となっているか。
・市や医療機関等、関係者との円滑な連携体制が想
定されているか。

⑷　専門性・実
績 （10点） ア　関連業務の実績

・オンライン診療導入支援、医療機関向けコンサル
ティング、自治体との連携事業など、本業務に関連
する実績を有しているか。

イ　特定分野の実績
・本事業の前提となるD to P with Nモデルでのオンラ
イン診療導入支援業務の実績を有しているか。

⑸　付加価値
（5点） ア　提案の独自性

　　（自由提案）

・必須業務に加え、事業効果をさらに高めるための
付加価値の高い提案（他都市の事例調査、国の補助
金活用案等）が含まれているか。

合計（委員1人あたり）

　　企画提案書の内容及びプレゼンテーション（ヒアリング審査）の内容を、各評価項目に基づき、審査員が５段階で評価（特に優れている：５点、
　優れている：４点、普通：３点、やや不十分：２点、不十分：１点）し、各評価項目の合計点（評価点×配点係数）が最も高い提案者を連携事業者として選定する。

15 ×3 5 4 3 2 1

20 ×4 5 4 3 2 1

20 ×4 5 4 3 2 1

20 ×4 5 4 3 2 1

10 ×2 5 4 3 2 1

5 ×1 5 4 3 2 1

5 ×1 5 4 3 2 1

5 ×1 5 4 3 2 1

100


